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平成３０年度新エネルギー等の保安規制⾼度化事業
（発電⾵⼒設備の⼯事計画に係る技術適合性審査における認証制度の活⽤に関する調査）

 発電⽤⾵⼒設備のうち、特殊な設備（特殊ケース）に関しては、サイト適合性を本省内専⾨家会議により審査を実施。
 特殊ケースのうち、陸上⽤に関しては、サイト適合性評価（型式認証取得が前提）の第三者認証制度の活⽤を検討する。

陸上発電⽤⾵⼒設備における現⾏審査プロセスの概要
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事業者

産業保安監督部 本省

⼯事開始

⑥使⽤前⾃主検査

②標準／特殊の判定（※１）

④特殊設備以外の設備等
について審査

⑦使⽤前安全管理審査

全ての設備についての審査
結果のとりまとめ・受理⼿続き

専⾨家会議の開催

とりまとめ

⑤特殊設備の審査
（複数回の場合もあり）

①⼯事計画届出

③（必要に応じ）
審査期間延⻑通知

延⻑した
審査期間経過

（※２）

審査申請

⑧評定結果の通知
使⽤開始

⼯事完了

連絡

連絡

（※３）

特殊なケースで数ヶ⽉に及
ぶ場合もありうる。

審査の
考え⽅

専⾨家会議

※１ 標準的なものと特殊なものの判定に係る内規「発電⽤⾵⼒設備の設置⼜は変更の⼯事計画に関する審査実施要領」
を定めている。

※２ 審査の結果、技術基準違反等が認められる場合は、計画の変更⼜は廃⽌を命ずることができる。
※３ 専⾨家会議での審査結果を⽤いて、引き続き、産業保安監督部で審査を⾏う場合もある。

現地⾵条件・運転条件に
対する設計妥当性の確認
型式認証の取得確認

⼯事計画

認証機関（事実上１機関）

現地⾵条件・運転条件に対する設計妥当性の確認
アドバイス

学識経験者

審査
⽀援

確認書

発電⽤⾵⼒設備の現⾏審査プロセスの概要

参考︓経済産業省産業構造審議会 ⾵⼒発電設備構造強度WG（第２回）資料4 審査⼀本化後の審査イメージについて（平成25年1⽉17⽇）
経済産業省産業構造審議会 新エネルギー発電設備事故対応・構造強度WG（第10回）資料5 与那国⾵⼒発電所等の事故を踏まえた⼯事計画審査の⾒直しについて（改訂案）（平成28年12⽉9⽇）



平成３０年度新エネルギー等の保安規制⾼度化事業
（発電⾵⼒設備の⼯事計画に係る技術適合性審査における認証制度の活⽤に関する調査）

陸上発電⽤⾵⼒設備の⼯事審査⼿順の⾒直しイメージ

現状 将来（認証の活⽤⽅法）

現状での
標準的な
設備の⼯
事計画審
査

現状での
特殊な設
備の⼯事
計画審査

事業者

産業保安
監督部 本省 専⾨家

会議

認証機関（事実上１機関）

事業者

産業保安
監督部

事業者

産業保安
監督部 本省 専⾨家

会議

認証機関（複数機関）

事業者

産業保安
監督部

認証機関（複数機関）

能⼒担保が
検討のポイント

能⼒担保が
検討のポイント

データ 認証書

認証書

認証基準

認証基準

事業者

産業保安
監督部

 認証制度導⼊後は、審査結果のとりまとめ・受理⼿続きは、引き続き、各地域の産業保安監督部が⾏うと想定。
 基本的には、全ての特殊ケース（洋上を除く）において、第三者による認証制度を活⽤することを⽬標とする。

特殊な設備
（標準的な設備を除く）

標準設備化するもの

明⽂化困難な部分を
専⾨家会議で審議

OR
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平成３０年度新エネルギー等の保安規制⾼度化事業
（発電⾵⼒設備の⼯事計画に係る技術適合性審査における認証制度の活⽤に関する調査）

認証制度の活⽤体制 ロングリスト
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A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 C-1 C-2

認証機関の認定の在り⽅ 経済産業省が
指定（単数）

経済産業省が
登録（複数）

経済産業省が
登録（複数）

国が指定する
認定機関

国が指定する
認定機関

なし なし

認証
⽅法

認証
基準

指定⽅法 経済産業省が
指定

経済産業省が
指定

経済産業省が
指定

経済産業省が
指定

経済産業省が
指定

経済産業省が
指定

経済産業省が
指定

最新知⾒の
アップデート

認証基準の更
新頻度次第

認証基準の更
新頻度次第

認証基準の更
新頻度次第

認証基準の更
新頻度次第

認証基準の更
新頻度次第

認証基準の更
新頻度次第

認証基準の更
新頻度次第

認証機
関の対
応能⼒

認証機関数
（審査員数）

単⼀機関 複数機関 複数機関 複数機関 複数機関 複数機関 複数機関

審査員⼒量 認定基準次第 認定基準次第 認定基準次第 認定基準次第 認定基準次第 認定基準次第

認定
⽅法

認定基準 認証基準及び認
証業務のための
要件
（ISO/IEC 
17065など）

認証基準及び認
証業務のための
要件
（ISO/IEC 
17065など）

認証基準及び認
証業務のための
要件
（ISO/IEC 
17065など）

認証基準及び認
証業務のための
要件
（ISO/IEC 
17065など）

認証基準及び認
証業務のための
要件
（ISO/IEC 
17065など）

認証基準及び認
証業務のための
要件
（ISO/IEC 
17065など）

認定プロセス 認証機関へ
のMETIの
グリップ⼒

（認定機関を監
督）

（認定機関の監
督はしない）

実質的な認
定作業

経済産業省 経済産業省 認定機関 認定機関 認定機関 認定機関 なし

その他 認定機関の独
⽴性が担保さ
れず、国際ルー
ルにそぐわない。

認定機関の独
⽴性が担保さ
れず、国際ルー
ルにそぐわない。

認定機関の独
⽴性が担保さ
れず、国際ルー
ルにそぐわない。

委託の場合、
認定機関のの
独⽴性を維持
が可能か。

 “認証機関の認定の在り⽅“から、認証制度の活⽤体制のロングリストを作成。
 ”認定機関の在り⽅”、“認証機関への経済産業省のグリップ⼒”を考慮し、案B-1、C-1等を基本線とし検討中※。

※ 平成３０年度新エネルギー等の保安規制⾼度化事業（発電⾵⼒設備の⼯事計画に係る 技術適合性審査における認証制度の活⽤に関する調査）にて検討中（委託先︓（株）三菱総合研究所）



平成３０年度新エネルギー等の保安規制⾼度化事業
（発電⾵⼒設備の⼯事計画に係る技術適合性審査における認証制度の活⽤に関する調査）

 案A-2では、経済産業省が認証機関を直接認定/登録することにより、サイト適合性評価の信頼性を担保する。
 案C-1では、国際的な認証制度に相当。産業保安監督部は、従来通り⼯事計画の最終確認を実施。
 案B-1では、折衷案として、⼀機関を認定機関として指定し、認証機関への経済産業省によるグリップ⼒を残す。
 我が国固有の気象条件や地震に対する基準に関しては、ISO61400シリーズ（洋上等は除く）からの⽇本固有の要求事項

（Deviation）を設け、審査基準とする。

認証制度の活⽤体制 ショートリスト
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スキーム構造

経済
産業省

認証機関

認定機関

案B-1 案C-1
認定機関を指定

経済産業省

事業者
⼯事計画

認証機関

認定機関

１機関
を指定指定

認定基準

認証基準
（Deviation含む）

相互承認協定
により信頼性担保

認定機関を指定しない
（認定基準・認証基準のみを指定）

認定取り消しの
可能性

⼯
事
計
画
審
査
︵
⾏
政
の
判
断
︶

経済産業省

事業者
⼯事計画

認証機関

認定機関
認定基準

認証基準
（Deviation含む）

国際的に標準的な認定/認証スキーム
（規制当局からは独⽴）

⼯
事
計
画
審
査
︵
⾏
政
の
判
断
︶

案A-2
複数の認証機関を国が直接認定し、

認証機関を国が登録（/監督）

経済産業省

事業者
⼯事計画

認証機関

複数の
認証機関
を認定し、
登録（/監督）

認証基準

認定基準

経済産業省が認定機関の役割を担う

参考事例
国交省︓指定構造物
厚労省︓⾼度管理医療機器
総務省︓特定無線設備

デンマーク、ドイツ等の
陸上・洋上発電⾵⼒設備の
型式・プロジェクト認証制度

⼯
事
計
画
審
査
︵
⾏
政
の
判
断
︶


